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平成 14 年９月３日 

税 制 調 査 会 

 

「あるべき税制」の実現に向けた議論の中間整理（抄） 

 ～総理指示５項目を中心に「対話集会」を踏まえて～ 

 

３． 研究開発減税・投資減税 

 

 (3) 他方、「基本方針」においては、「わが国企業の競争力強化や産業構造の改革を進めるためには、21 世紀

をリードする産業・技術を見据えた明確な国家戦略を前提に、総合的な政策の重点分野への集中投入が必要

である」、その一環として、「政策税制を研究開発分野等真に有効な分野に重点化すべきである」とされてい

る。また、閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」においても、重点４分野（バ

イオ、ＩＴ、環境、ナノテク）など戦略分野に政策措置の選択と集中を行うとの考え方が示されている。 

 

(4)  これらを踏まえ、既存の租税特別措置の統廃合を大胆に進めつつ、真に有効な政策税制を集中・重点的に

講じることとする。以下の考え方に基づき、研究開発減税・投資減税の集中について、検討を進める。 

① 研究開発税制 

厳しい経済状況の下、研究開発の分野でも合理化、効率化が進められる中で、試験研究費の額が「増加」

した場合等に税額控除を行う現行制度が有効に機能しなくなっている面があり、見直す必要がある。この

ため、英米等の例も参考としつつ、新たな研究開発税制を設ける。 

② 設備投資税制 

一般的な投資促進税制は、企業が過剰な設備・債務を抱え、キャッシュフローを借入金の圧縮に充てて

いる中で、設備投資の増加につながるか疑問がある。経済社会の活性化や構造改革のために、真に有効な

戦略分野に集中・重点化した投資促進税制を設ける。 



研究開発、設備投資税制に関する主な税制改正要望 

 

【研究開発税制】 

○試験研究費総額の一定割合の税額控除制度の創設 

（内閣府、総務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、環境省、国交省） 

○産学連携特別試験研究税額控除制度の創設 

（総務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、環境省、国交省） 

○試験研究用に供する資産を取得した場合の特別償却制度の創設 

（総務省、厚労省、農水省、経産省、環境省、国交省） 

○中小企業技術基盤強化税制の拡充 

 （総務省、厚労省、経産省） 

 

【設備投資税制】 

○ＩＴ投資促進税制の創設（経産省） 

○ＩＴネットワーク化投資促進税制の創設（総務省） 

○試験研究用に供する資産を取得した場合の特別償却制度の創設（再掲） 

（総務省、厚労省、農水省、経産省、環境省、国交省） 

○ 産業活力再生特別措置法における革新的設備に対する税制措置 

（警察庁、総務省、厚労省、農水省、経産省、国交省） 



主要国の主な研究開発関連税制の比較（未定稿） 
 

 

（注）１．前期、前々期の試験研究費の額を超える場合に限る。なお、比較試験研究費とは、適用年度の開始の日前 5年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の

うち多い方から 3期分の平均額をいう。 

   ２．特別試験研究費（国内や国外の試験研究機関との共同研究等に係る費用をいう。）の額がある場合には、その支出額の 15％を加算した金額と当期の税額の 14％

のいずれか少ない金額を限度とする。 

   ３．平成 10年 4月 1日から平成 15年 3月 31日までの間に開始する各事業年度については、経済対策として、税額控除率が上乗せ（６％→10％）されている。 

   ４．基準額 ＝ 直前 4課税年度平均年間総収入 × 

   ５．この選択は継続適用が要求される。また、1996 年以降の最初の課税年度にこの選択を行わない場合、その後の年度において選択することはできない。 

   ６．研究開発関連税制による減収額については､米国：33.1 億ドル（2000 年度､上記措置のほか会計上の償却方法の選択に基づく減収分 16.8 億ドルを含む。）､

英国：5.5億ポンド（平年度化後・2003 年度見込み）とされている。英国については、試験研究設備等特別償却によるものを含まない。 

日    本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス 

○増加試験研究費等の税額控

除 

① 適用年度の試験研究費の

額が比較試験研究費の額

を超える場合（注１）にその

比較試験研究費を超える

金額の 15％（当期の税額

の 12 ％ を 限 度 と す る 

（注２）。）の税額控除 

 

② 中小企業者等は、当期の試

験研究費の額の 10％（注３）

の税額控除（当期の税額の

15％を限度） 

 

○試験研究費の税額控除 

① 当期の試験研究費のうち基

準額（注 4）を超える額の

20％を税額控除 

※上記に代えて、[当期の試

験研究費／直前4課税年度

の平均総収入]の比率に応

じて、試験研究費の 2.65％

～3.75％の税額控除を選

択することができる（注５）。

 （別紙参照） 

 

② 試験研究費の一部である大

学や科学研究機関等への基

礎研究費支払額について

は、一定額を控除の上、20％

を税額控除可能 

（2004 年 6月までの措置）

○試験研究設備等特別償却 

�� 研究開発用の建物や機

械・設備等（土地を除く。）

の 購 入 費 用 の 初 年 度

100％償却 

 

○試験研究費の損金算入の特

例 

�� 適格試験研究費を年

25,000 ポンド（468 万円）

以上支出した中小法人は、

その 150％（大法人は

125％）を損金算入 

※ 1ポンド＝187 円で換算 

※税制上の研究開発関連特別

措置は、存在しない。 

 

○増加試験研究費の税額控除

制度 

�� 過去 2 年間の試験研究費

の平均（消費者物価上昇率

に従い再評価後のもの）に

対する当期の試験研究費

増加額の 50％を税額控除 

 

84～88 年の試験研究費

84～88年の総収入 



研究開発費支出額の産業別研究費

製造業　90.4%

非製造業
9.6%

食品工業
2.1%

機械工業
8.1%

電気
機械工業

35.2%

精密機械工業
4.5%

その他
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平成13年 科学技術研究調査報告（総務省）

平成１２年度
研究費（全産業）
１０兆８６０２億円

建設業
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ソフトウェア業
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運輸・通信
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輸送用機械工業

機械工業

運輸・通信・公益業

電気機械工業

精密機械工業

化学工業

食品工業 ライフサイエンス

情報処理

エネルギー

環境の保護

宇宙開発

研究開発費の多い産業の特定目的別研究費支出額の構成比

62,855／195,598

134,771／463,489

283,813／610,505

79,466／797,725

745,481／1,556,197

1,113,316／3,729,861

340,541／1,531,310

（注）　１．業種の下の数字は、特定目的への研究費支出額（左）、研究費支出額総額（右）（いずれも百万円）である。
　　　　２．資本金１億円以上の法人が対象である。

（備考）　「平成１３年　科学技術研究調査報告」（総務省）による。

海洋開発
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（単位：10億ドル）

(注)１．人文・社会科学を含めている。
　　２．12年は暫定値である。
（備考）文部科学省「平成14年度版　科学技術白書」より作成。

米国の研究開発費総額の推移

(年）

代替増加分税額控除の導入
　試験研究費の一定割合を税額控除する方法と
　増加分税額控除方式との選択制。



研究開発投資減税とＩＴ投資減税の経済効果（試算） 

両政策減税の短期及び中期の効果について一定の仮定をおいて試算を行ったもの。 

 

 

１．短期・中期の両面から見た経済効果 

 

 
①短期効果（需要サイドの効果） 

  研究開発やＩＴ投資の実施に伴う機械、装置、器具、

備品の購入や人材雇用等による需要創出効果。 

  特に、例えば電子部品や精密機械のような先端技術分

野への波及が大きいと考えられる。 

②中期効果 

  知的ストックやＩＴ装備の拡大により、付加価値の高

い新商品や新サービス、新ビジネスモデル等が創出され

る。これにより、我が国産業の国際競争力が強化される。

  一方、魅力的な新商品や新サービス等の登場が、消費

を喚起し、新たな市場を生み出す。 

  これにより、新商品や新サービスの生産や販売等に従

事する雇用が創出される。 

 

２．研究開発投資とＩＴ投資の経済効果性格の相違

研究開発投資減税は、短期効果はＩＴ投資減税に比べ低いものの、新商品の開発を促進

し、市場のフロンティアが次第に拡大することにより、効果は長期に渡って拡大する。ま

た、研究開発は外部効果（スピル・オーバー効果）を持つことから市場に任せると過少投

資となるが、税制措置によりこれを補正し、社会的に望ましい水準の投資を長期に渡り確

保することが可能になる。 

 一方、ＩＴ投資減税については、需要創出と新しいビジネスモデル・新商品の創出による

供給サイドの競争力強化の両面で短期効果は大きく、比較的早い時期に効果は漸減する。 

 

  研究開発投資 

(6,000 億円/年減税ｹｰｽ)

ＩＴ投資 

(5,000 億円/年減税ｹｰｽ) 

短期効果 売上増額 １．２～１．９兆円 ２．０兆円 

(１年目) ＧＤＰ増加 ０．７～１．０兆円 １．１兆円 

中期効果 売上増額 ２．８兆円 ８．０兆円 

(３年目累積) ＧＤＰ増加 １．５兆円 ４．３兆円 

 雇用創出 １９万人 ５６万人 

 ピーク時期 １０年前後 ３年前後 

１）研究開発投資については、１０年間制度を継続した場合、１０年目で３．２兆のＧＤＰ押し上
げ効果あり。 

２）短期効果は減税に伴う投資誘発弾性値と生産波及効果（産業連関表）を用いた分析。 
  中期効果は需要と供給の両面を勘案したモデル分析。 
３）減税の想定は経済産業省の要望ベース。 

 
経済産業省「経済活性化のための企業関係税制に関する研究会」中間報告 平成 14 年 10 月 











寄与度 

 

 95～00 年 

Ｉ Ｔ 資 本 1.13 

一般資本（ＩＴを除く資本） 0.93 

労 働 ▲0.41 

そ の 他 ▲0.22 

経 済 成 長 率 （ 全 体 ） 1.43 

データ：1999 年産業連関表 

一般的な設備投資 

ＩＴ投資 

１．８９９ 
１．９５１ 

０．０５２ 

情報化投資の増加は、パソコンや携帯電話等の情報通信機器の生産を

拡大するとともに、それらを利用した通信サービスへの需要を高める

など、情報通信産業の活性化に寄与することはもちろん、情報通信産

業における生産、サービスの提供に当たって必要な部品生産を拡大さ

せるなど、情報通信以外の産業にも大きな経済的影響を及ぼすものと

考えられる。（平成 14 年情報通信白書） 

（１） 短期的な需要創出効果（生産誘発係数） （２）情報化ストックの経済成長への寄与 

（平成 14 年情報通信白書）

ＩＴ 投 資 の 経 済 効 果 

情報通信資本ストックの増加は、企業における情報共有を促進させる

など、効率的な経営に寄与するとともに、顧客への高付加価値なサー

ビスの提供を実現することによって、経済成長に資するものであると

考えられる。（平成 14 年情報通信白書） 



「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２」について（抄） 
平成１４年６月２５日 

                 閣 議 決 定  
 

第２部 経済活性化戦略 
１．経済活性化戦略の基本的考え方 
 （経済活性化に向けて取るべき戦略） 
  （略） 

   産業競争力を再構築し、もって経済を活性化する戦略として、具体的には人間力、技術力、経営力、産業発掘、地域力、グロ

ーバル化といった６つの重点課題に着目し、日本の強みを伸ばし、弱みを克服するための戦略を構築する。人間力、技術力、経

営力は、産業競争力を強化し、供給力を強化する「成長」戦略である。産業発掘、地域力、グローバル化は、市場を開拓し、我

が国の豊富な貯蓄を投資と消費の好循環に向ける「市場創造」戦略である。これら６つの戦略の下で具体的な３０のアクション

プログラムを実施し、経済を活性化する。 
 
２．６つの戦略、３０のアクションプログラム 
（２） 技術力戦略 

ナノテクノロジー、ＩＴ、バイオテクノロジー、環境をはじめとする先端分野で欧米と伍して競争できる技術基盤を強化・保護

し、「世界の第１走者」たり続けることを目指す。民間主導の原則を踏まえ、民間活力を引き出すために、政府は、府省間の非効

率や重複を排除しつつ、技術基盤の強化、制度の見直し等で重要な役割を担う。 
（戦略分野への選択と集中） 

重点分野ごとの割合が固定化するといったことがないよう、既存プロジェクトの見直しを進め、科学技術予算について、技術

の革新性、産業への波及性と発展性、事業実施可能性（民間資金の有無等）を踏まえた戦略により、資源配分する。また、研究

開発等にかかる制度整備を図る。 



・総合科学技術会議は、「平成１５年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針」においてライフサイエンス等の重点

４分野へのメリハリのある重点化を図る。 
・総合科学技術会議は、関係府省と協力して、基礎研究を重視するとともに、科学研究費補助金等の競争的資金の割合を拡大す

る。また、競争的資金の成果について厳正な評価を行うなど、制度改革を推進する。 
・関係府省は、財務省との協議の上で、平成１５年度から科学研究費補助金等の研究開発資金を年度を越える個別の研究開発の

進捗に合わせて柔軟に執行できるよう対応する。 
・試験研究税制、ＩＴ・環境投資促進税制措置の見直しを検討する。 

 
（４）産業発掘戦略 
   （略） 

（技術革新が拓く２１世紀の新たな需要） 
・関係本部・会議及び府省は、環境・エネルギー（省エネ総合サービスの抜本的普及、燃料電池等の環境配慮型技術・製品の普

及、リサイクルの一層の促進等）、情報家電・ブロードバンド・ＩＴ、健康・バイオテクノロジー､ナノテクノロジー・材料の 4 
分野の技術開発、知的財産・標準化、市場化等を内容とする戦略を平成１４年に策定し、内閣官房がこれをとりまとめる。 

・総務省、関係府省は、情報開示の推進等を含め電子政府・電子自治体を推進し、原則すべての国民との間の手続きの電子化を

平成１５年度中に実施する。また、関係府省は、ＩＴＳ、ＧＩＳの本格的普及、医療や防災等の公共分野におけるＩＴ化加速、

電子商取引等を推進するとともに、電子入札を積極的に進める。 
・総務省は、平成１４年度から、家庭のＩＴ革命を支える基盤である放送のデジタル化を推進し、家庭から簡便に利用できるテ

レビ連動型電子商取引等様々なＩＴビジネスの創出を促進する。 
 
  （ライフスタイルの変化が引き出す潜在需要の顕在化) 
                              （略） 
  （環境産業の活性化）              等 


